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食 品 安全委員会企画専門調査会  

第 35 回 会合議事録  

  

１．日時  平成 22 年９月 28 日（火）  10:00～ 12:05  

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

（１） 食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の検討・選定について 

（２） その他 

 

４．出席者 

  （専門委員）   

早川座長、清水専門委員、阿南専門委員、今井専門委員、生出専門委員、 

酒井専門委員、佐々木専門委員、壷井専門委員、局専門委員、宗像専門委員、 

山田専門委員、山根専門委員、渡邉専門委員 

 （参考人） 

  服部専門参考人 

（食品安全委員会委員） 

小泉委員長、見上委員、長尾委員、野村委員、廣瀬委員 

 （事務局） 

    栗本事務局長、大谷事務局次長、西村総務課長、坂本評価課長、 

本郷情報・緊急時対応課長、原嶋勧告広報課長、新本リスクコミュニケーション官 

 

５．配布資料 

資料１   平成 21 年度自ら評価案件の決定までのフロー 

  資料２   委員会が自ら行う食品健康影響評価に関し企画専門調査会に提出する 

資料に盛り込む事項（平成 16 年５月 27 日食品安全委員会決定） 

 資料３   企画専門調査会における食品健康影響評価対象候補の選定の考え方 
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（平成 16 年６月 17 日食品安全委員会決定） 

 資料４   「自ら評価」案件候補の外部募集について 

 資料５   食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の進捗状況 

資料６   平成 22 年度食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補 

を選定するための案件一覧 

  資料７   （平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の 

候補について 
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６．議事内容 

○早川座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「企画専門調査会（第 35

回会合）」を開催いたします。 

 本日は 13 名の専門委員及び服部専門参考人が御出席で、石川専門委員、江森専門委員、

河合専門委員、迫専門委員、山崎専門委員が御欠席でございます。 

 また、食品安全委員会から担当委員であります、長尾委員、野村委員とともに、小泉委

員長、見上委員、廣瀬委員にも御出席いただいております。 

 続きまして、議事に入ります前に、人事異動があったということでありますので、事務

局からその御紹介と資料の確認をお願いいたします。 

 

○西村総務課長 この夏に事務局の人事異動がございましたので、御報告申し上げます。

新しく評価課長の坂本が着任しております。 

 

○坂本評価課長 坂本でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○西村総務課長 それから、勧告広報課長の原嶋でございます。 

 

○原嶋勧告広報課長 原嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○西村総務課長 以上２名が交代しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。頭の紙、座

席表のほかに、資料１「平成 22 年度自ら評価案件の決定までのフロー」。 

 資料２は、「資料に盛り込む事項」。 

 資料３は、「選定の考え方」。 

 資料４「『自ら評価』案件候補の外部募集について」。 

 資料５「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の進捗状況」。 

 資料６は、「平成 22 年度案件候補を選定するための案件一覧」。 

 資料７は、「自ら評価を行う案件の候補について」という紙でございます。 

 事前にお送りさせていただいた資料６と資料７は若干細かいところが変更になっており

ますので、御了承いただければと思います。 

○早川座長 ありがとうございました。 
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 それでは、議事に入りたいと思います。本日は「（１）食品安全委員会が自ら評価を行

う案件の検討・選定について」を御審議いただきます。まず選定の基準やこれまでの検討

案件のその後の状況、今回の候補案件の全体について、事務局から御説明をお願いいたし

ます。 

 

○西村総務課長 それでは、まずお手元の資料１～５までに従いまして、御説明申し上げ

ます。 

 資料１。これはいつもお出ししている紙でございますが、自ら評価案件の決定までのフ

ローということでございまして、今回は９月 28 日第１回目の絞り込みという作業でござい

ます。この後、年内にもう一回、もし必要であればさらにもう一回ということもあり得る

かもしれませんが、企画専門調査会において絞り込みをいただきまして、その結果を食品

安全委員会の方に年明けから送りまして、最終的に年度内に決定をするという手順でござ

いまして、今回はまず第１回目の絞込み作業ということで、広くフリーのディスカッショ

ンをいただければということでございます。 

 資料２でございます。これは委員会決定ということで、企画専門調査会において、どう

いった資料の整理をしていただくかを書いたものでございます。このうち特に真ん中に「Ⅰ

 対象案件の情報源」がございますけれども、ここに１～４とございます。こういった情

報源に基づきまして、事務局の方でまず案件候補のリストというのを作成して御提出して

いるものでございます。 

 １は、国内外の関係機関、マスメディア等から収集・整理した危害情報ということで、

事務局の方で拾ったものでございます。 

 ２は、食の安全ダイヤルや食品安全モニター報告を通じて寄せられた情報・意見という

ことでございます。 

 ３は、委員会に文書で寄せられた要望・意見ということで、例えば関係団体やその他か

らこういったものを評価すべきだということで、要望書のような形でいただいたものがこ

れに当たります。 

 ２ページ。４は外部募集と書いてございますけれども、今回はこれにつきましては、や

や積極的に広めに行わせていただきまして、ホームページや意見情報交換会などによって、

こういった情報の募集を行ったところでございます。 

 ２ページにございますような対象案件からの除外理由ということで、既に対応が適切に

行われている場合、あるいはヒトの健康に対し悪影響を及ぼすことがあることを示す出所
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などがないもの。あるいは過去に取り扱われたけれども、その後、新たな科学的知見がな

いもの。あるいは評価を行うことが技術的に困難な場合。こういったものは対象案件から

除外していくというようなことになります。その後、最終的に優先順位ということから、

幾つかのものに絞っていくといったような作業を毎年行っていただいているわけでござい

ます。 

 資料３は対象候補の選定の考え方ということでございまして、これは国民への影響、健

康への影響が大きいもの。危害要因の把握の必要性が高いもの。評価ニーズが特に高いも

の。あるいは科学的知見が充足されている場合。こういったようなものを考慮して決定を

するということになっているわけでございます。 

 資料４でございますが、先ほどの情報ソース４というところにございました外部募集で

すが、広く国民、消費者の皆様から情報を募集するというような観点で、今年はこのよう

なことを行いました。意見交換会を７月 30 日に行いまして、専門委員の皆様にも御協力い

ただきました。あるいはホームページにおいて広く募集を行ったということでございます。 

 このほか、今年は食品安全モニターの方々にいただいている定期報告の中で明示的にこ

の自ら評価案件についての候補を挙げてくださいということをお願いした関係もありまし

て、これは先ほどの情報ソースでいうと２に当たるのですけれども、食品安全モニターの

方からの提案がかなり多くございました。そのほか関係団体などのヒアリングについては、

何人かの専門委員の皆様からも御提案、御紹介をいただきまして、獣医師会など幾つかの

団体からお申し出がございましたので、直接出向きましてヒアリングということで御要望

を承ったというようなこともございます。こういったものを全部含めまして、今回、資料

６に自ら案件候補として選定すべき材料となるもののリストを挙げさせていただいている

わけでございます。 

 資料５は昨年まで毎年、自ら評価案件候補としてどういうものが挙がっていたかを整理

したものでございますので、適宜御参照いただければということでございます。 

 こういった手順で今年も進めていっていただきたく、まず今回は第１回目の絞込みとい

うことで御議論をいただければということでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○早川座長 ありがとうございました。 

 それでは、本年の案件候補についての議論に入ります前に、ただいま御説明いただきま

した１～４の選定基準、あるいは５にありましたようなこれまでの候補案件についての実
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施状況など、全体を通じて何か御質問がございましたらお願いいたしたいと思います。 

 また個々の案件の審議に先立って議論をしておいた方がよいと思われる事項がございま

したら、併せてお願いいたします。いかかでございましょうか。 

 

○阿南専門委員 今回、非常に多くの件数が寄せられて、こうした取組み自体はすごく評

価すべき取組みだったのだろうなと思います。やはり食品安全モニターさんからも非常に

提案が多くなっているし、これは働きかけをした結果だろうと思いますし、関係団体に出

向いて積極的にヒアリングをするまでやったということは、すごくよかったのではないか

と思っています。 

 私たち消費者団体でも今回やりましたけれども、それでとてもできることではなかった

ので、やはり食品安全委員会がこういうことをやることが大変重要で、これは長年やって

きて、そのネットワークをつくってきた成果だと思っています。 

 挙げられたものの中から評価する案件にするのかどうかということの前に、国民からの

率直な質問やこうした不安というものに対して、何らかの対応をしていく。絞り込んでこ

れを評価しますと振り分けていくのではなくて、今回このようなものが寄せられましたと

いうことについて、まずちゃんととらえて、それを国民へオープンにしていく。これでこ

んなことがありましたと。この食品安全委員会としてはこの基準で、これについては評価

済みなのでもう一回情報提供をしますとか、これはまだ評価が必要なので評価しますとか、

あるいはファクトシートで出しますとかいう扱い方もしっかりオープンに情報提供をすべ

きだと思っています。絞り込んでいって、それだけということでは不十分だと思いますの

で、その辺のところはしっかりやっていく必要があるのではないかと思いました。 

 以上でございます。 

 

○早川座長 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、今の御指摘は非常に重要な御指摘だと思っております。それではほかにもし

なければ、今回の案件候補について、御説明をいただきたいと思いますけれども、よろし

いですか。一とおり御説明をいただいた後に具体的な審議に入りたいと思います。事務局

の方からよろしくお願いします。 

 

○西村総務課長 それでは、まず資料６の総括表を御覧いただきたいと思います。今回の

整理の考え方としまして、特に外部募集やモニターの方々など広く国民の皆様からいただ
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いた御意見をなるたけこの表の中に取り込む形で整理をさせていただきました。したがっ

て、今回は 160 件くらい挙がっているのですけれども、従来の資料とはやや違うつくりに

なっておりますことをお許しいただきたいと思います。従来はこの第１回目の絞込みの段

階でかなり事務局の方で除外理由に当てはまるかどうか、例えばすでに対応されているも

のについては外してしまって、単に御報告するだけという形の資料のつくり方をしており

ましたが、今回は広く外部募集などで国民の皆様の御意見をいただいたということもあっ

て、今ほど阿南専門委員からございましたように、○×を付けて除外するという考え方で

はなく、広く国民の皆さんが非常に不安に思っているものをリストアップし、これに対し

て食品安全委員会として、どういうふうに対応するか考えるための材料とするというよう

な観点で整理をさせていただいたものでございます。 

 したがって、この中で必ずしも従来の自ら評価、つまり担当の専門調査会に回して評価

をしていただく形のもののみならず、リスクコミュニケーションをもっと徹底的にやるべ

きもの、あるいは情報提供なり Q＆A なりということで、もっと対応をしていくべきものな

ど、いろいろな対応があり得るのだろうと思いますので、まずはいただいたものを一とお

り全部お示しをするという形で資料をつくらせていただきました。 

 そうは言ってもずらずららと列挙してもわかりませんので、とりあえず便宜的に幾つか

のグループに分けて整理をさせていただいたものでございます。この中で情報源というと

ころに書いてありますのは、先ほどの情報ソース１～４のどれに当たるかというもの、件

数というのは１人の方からいただいたものについて１件と勘定をして、リストアップして

おります。 

 右側はその提案をいただいた方の書かれている提案理由でございまして、実際にこれが

客観的な事実かどうかは別にしまして、提出していただいた方がどうしてこれを自ら評価

の対象とすべきかとお考えかを整理したものです。 

 最初は「１ 調理器具等からの溶出が懸念される物質」ということでまとめたものでご

ざいます。例えば（１）はポリフッ化エチレンと書いてありますが、いわゆるテフロンで

ございます。テフロン、シリコーン、パーフルオロ化合物。これは２年ほど前にも自ら評

価候補の検討の対象になったものでございます。（５）のクロム。こういったものは、い

わゆる調理器具からの溶出が懸念されるものということでございます。（４）のラップフ

ィルム、（６）のクッキングペーパー、（７）の発泡スチロール、（８）の合板といった

ものは、調理器具というよりも器具・容器包装ということになりますが、便宜的にここで

は一緒に入れております。それぞれの物質がどういった食品に含まれているか。あるいは
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どういったような危害情報が国内、海外にあるかということについては、この後ざっと資

料７で御説明させていただきますが、とりあえず一覧を見ていただければと思います。 

 （１）～（５）まではいろいろな危害情報がございます。（６）～（８）については健

康に悪影響を与えるというような情報はあまり見つかっていないというものでございまし

た。 

 そのほかに（９）として、調理器具一般から溶出が懸念されて体に悪いのではないかと

いうことを御心配されるような声もあって、最終的なまとめ方としては、一つひとつの物

質について、自ら評価の対象とするというような整理の仕方もありますし、あるいは調理

器具一般について自ら評価の対象とし、その中で特にこれとこれとこういったものから優

先的にアプローチしていく。こういった整理の仕方もあろうかと思います。 

 従来の整理の仕方としまして、例えば食中毒原因微生物の自ら評価というテーマで現在

評価をしているものもございますが、そういったものは食中毒原因微生物一般をテーマと

しながら、その中で特にこういったものについて重点的にやっていくというようなことを

決めていただきまして、専門調査会で審議を始めているものでございます。 

 その他、ビスフェノール A、アルミニウム、メラミンについても御指摘がございました

が、これはもう既に評価実施中ないし評価済みでございますので、欄外に書いてございま

す。 

 ２ページ「２ 本来的に食品に含まれる物質」というくくりにしましたが、リン酸塩、

硝酸塩、シュウ酸塩、イカ墨、ガラクトース、フリーラジカル、苦味成分、カロテノイド、

ヒスタミン、エリスリトール、アカネ色素に含まれる成分といったようなものをとりあえ

ずここにくくってございます。 

 この中で硝酸塩などにつきましては、従来も何度か自ら評価の候補としての検討が行わ

れたものでございます。ヒスタミンなどについてもそうですが、その他、リン酸塩及び（３）

～（８）のようなものについては、必ずしも健康に悪影響を与えるという情報は見つかり

ませんでしたけれども、不安があるということで要望があったものでございます。 

 （11）につきましては、これは清水先生の御提案だと聞いておりますが、アカネ色素に

ついては既に評価済みで、現在は禁止されているわけでございますが、個々の成分の検討

はすべきではないかといったようなことです。 

 ３ページ「３ 環境中にある物質」というくくりでございます。有機スズ化合物、臭素

系難燃剤、ダイオキシンといったものがここにございまして、これも従来からいろいろと

話題になっているものでございます。 
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 その他、メチル水銀、カドミウム、ヒ素、鉛といったものについても挙げられています

が、これは現在食品安全委員会で評価中のもので、例えばヒ素や鉛などにつきましてはま

さに自ら評価ということで、この企画専門調査会で決定していただいて、現在は審議中と

いったものでございます。 

 「４ 調理過程における化学反応により生成される物質」というくくりです。（１）の

くんせい中のベンゾピレン、（２）のカルバミン酸エチル、（３）のアクリルアミド、（４）

の多環芳香族炭化水素といったようなものがございます。これも過去に自ら評価の議論の

対象となったものもございますし、いろいろと話題になっている物質でございます。 

 その他、トランス脂肪酸についても５件も評価要望があったのですが、これはまさに昨

年この企画専門調査会で自ら評価の対象物質として決めていただいたものです。 

 「５ 海洋性自然毒」でございますが、ここに書いているようなものが挙げられており

ます。貝毒というのはいろいろあるのではないかということ。ヒラメ毒というのもござい

ますが、これは必ずしも危害情報がございません。フグ毒とかシガテラ毒。シガテラ毒に

つきましては昨年も企画専門調査会で御議論をいただきました。 

 「６ 植物性自然毒」ですが、（１）のピロリジジンアルカロイドは佐々木専門委員の

団体から御要望いただいたものかと思います。日本ではシンフィツム、いわゆるコンフリ

ーしか評価が行われていないけれども、ほかの食品についても入っているので評価をした

らどうかといったような御意見がございました。 

 （２）ガーデンハックルベリーというのは初期の平成 16 年ごろに企画専門調査会で話題

になったことがございます。 

 ５ページ。キノコ、ミクロシスチン、未熟果トマトといったものも挙げられております。

そのほか、かび毒について挙げられておりますが、これは一昨年、自ら評価の対象と決め

て現在審議中でございます。 

 「７ 放射線照射食品」でございます。これについて自ら評価をすべきだということが

個人よりも団体の方を中心に御要望があったものでございます。 

 ６ページ「８ プリオン・BSE」。これにつきましては米国産牛肉について、自ら評価と

いう形で再評価をすべきではないかといったような御要望でございます。 

 「９ ナノテクノロジー」ということで挙げられておりますが、ナノテクノロジーとい

った場合、知見や範囲はなかなか不明確でございますので、どうアプローチしたらいいか

は難しいところがございますが、問題意識として挙げられているものでございます。 

 「10 着色料・甘味料等」といったものを挙げております。かなりたくさんのものが挙
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げられているわけでございます。これはいずれも食品安全委員会の評価制度創設前に添加

物として指定された、いわゆる指定添加物が多うございまして、こういったものを改めて

評価をすべきではないかといったような御要望が中心でございます。具体的には６～７ペ

ージにかけまして、色素、スクラロース、アスパルテーム、トレハロースといったような

ものが挙げられております。 

 その他、欄外に書いてあるようなものにつきましては、既に評価済み、または評価中と

いった整理でございます。 

 「11 いわゆる健康食品等」でございます。これも数としてはかなり挙がっているもの

でございまして、グルコサミン、トリプトファン、セサミン、コンドロイチン以下、いろ

いろなものが挙がっているわけでございます。そのほかに全般とかサプリメントの複合影

響ということで、これは薬剤師会の方から御提案いただいたものですが、やや一般的なア

プローチも含まれております。 

 こういった健康食品につきましては、従来の過去の自ら評価案件候補の検討におきまし

ては、特定の消費者が特定の目的をもって意図的に利用するものであって、一般の利用者

が通常消費する食品ではないという理由で評価対象とするのを見送ってきた経緯がござい

ます。 

 ９ページ「12 一般的な摂取量と比較して過不足がある場合に、健康影響が懸念される

という意見が寄せられた物質」。要するに食べ過ぎると体に悪いというものでございます。

リン、ヨード、ビタミン、糖質、脂肪、カルシウム、食塩、亜鉛といったものが挙げられ

ておりますけれども、これはいわゆる過剰摂取といったような食生活の問題と、そもそも

その物質の安全性といったものの関係をどういうふうとらえるか、いわゆる毒性といった

意味での安全性ということではなくて、食べ過ぎるという食生活の問題に関して、どの程

度この食品安全委員会の評価の対象として考えるべきかといったような整理が必要になっ

てくるかと思われます。 

 10 ページ「13 ジビエ食材のヒトと動物の共通感染症」ということで、これは単発でこ

こに入っているのですが、ほかにくくれなかったものですから 13 に挙げました。これは酒

井専門委員の御紹介で獣医師会から御提案をいただいたものでございまして、こういった

ジビエ食材を通しての人獣共通感染症による健康影響ということを挙げてあるものでござ

います。 

 その他１としまして、上のジャンルにいずれにも入らなかったけれども、既に評価済み、

または評価中のものを挙げております。もち、マラカイトグリーン、食中毒原因微生物、
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水道水、農薬といったようなものでございます。 

 その他２というのは、これも評価済みのものではあるのですけれども、御要望としては、

評価済みであることを知っているけれども、改めて再評価をすべきではないかといったよ

うな御提案をいただいているものとして、遺伝子組換え食品、クローン家畜由来食品とい

ったようなもので、食品安全委員会のこれまでの評価に疑問を抱いている等々の理由で挙

げられているものでございます。 

 以上、ざっとグルーピングを御説明しましたが、この後、簡単にそれぞれの物質につい

て知見を御紹介したいと思います。 

 

○本郷情報・緊急時対応課長 それでは、資料７に基づきまして、自ら評価の候補案件に

つきまして、個別具体的に説明を行いたいと思います。時間の都合上、できる限り簡潔に

説明したいと思っております。 

 「１ 調理器具等からの溶出が懸念される物質」でございます。総論的な内容はまとめ

でございまして、先ほど総務課長が説明したとおりですので、ここは省きます。 

 「（１）ポリフッ化エチレン」。テフロンコーティングに使われる物質でございます。

テフロンコーティングはフライパンなどの調理器具のコーティング素材として使用されて

おります。テフロンコーティングははがれ落ちやすいため、消費者には暴露の危険性があ

るというものでございます。 

 テフロンコーティングは純粋な四フッ化エチレン樹脂ではなく、炭素、フッ素等のさま

ざまな化学物質が検出された上、リスクの高い有機化合物が含まれていたとの調査報告が

ございます。 

 国内状況ですが、食品安全委員会では自ら評価候補として検討した経緯がございます。

食品衛生法においてテフロン加工に特化した規格は設定されていない状況にございます。 

 「（２）シリコーン」。シリコーン樹脂は耐熱・耐寒・耐薬品性に優れまして、台所用

品等に使用されております。高温時の溶出物質が食品の中に入り込むことはないか。また、

そのものの人体への健康影響はないか、消費者から懸念されているというものでございま

す。 

 これにつきましては、食品衛生法におきまして規格基準が設定されております。 

 ２ページ「（３）パーフルオロ化合物」。パーフルオロオクタン酸及びパーフルオロオ

クタンスルホン酸は、水にも油にも溶けやすいため界面活性剤として利用され、最近まで

撥水剤、紙の防水剤、泡状消化剤、フロアポリッシュなどに使用されていたものでござい
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ます。これらの物質は難分解性でありまして、生物への蓄積性もあり、実験動物における

毒性効果が報告されております。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。パ―フルオロオ

クタン酸は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第二種監視化学物質に、PFOS

及びその塩並びに PFOS は同法の第一種特定化学物質に指定されております。 

 国外では、欧州食品安全機関（EFSA）が PFOS 及び PFOA の耐容一日摂取量を設定してお

ります。 

 「（４）ラップフィルム」。食品用ラップフィルムにはポリ塩化ビニル製、ポリ塩化ビ

ニリデン製、ポリオレフィン製などがあり、一般家庭では、主に耐熱性がよいポリ塩化ビ

ニリデン製が、業務用ではポリ塩化ビニル製やポリオレフィン製が使用されております。 

 食品安全委員会では自ら評価候補として検討した経緯がございます。厚生労働省におい

て基準作成済みでございます。関係業界団体が作成した自主基準による自主規制も実施さ

れております。 

 国外では EFSA が耐容一日摂取量を設定している状況にございます。 

 「（５）食器から溶出するクロム」。クロムは他の金属との合金として使用されたり不

純物として存在したりしていて、食品に移行する可能性があります。ヨーロッパでは、ナ

イフやフォークなどの一部ステレンス製品からクロムの溶出事例が報告されております。

六価クロム化合物は発がん性があるとされております。 

 食品安全委員会では、六価クロムについて評価中でございます。 

 国外では、WHO が耐容上限量を設定しております。 

 「（６）クッキングペーパー」。紙の表面にテフロン、シリコーン等をコーティングし、

食材を張り付きにくくした調理用の紙です。右端にありますように、ヒトの健康に悪影響

を及ぼす情報は把握しておりません。 

 ４ページ「（７）ポリスチレン（発泡スチロール）」。発泡スチロールはスーパーマー

ケット等で小分け包装食品のトレーに使用されております。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。また、Q＆A も作

成しております。右にありますように、ヒトの健康に悪影響を及ぼす情報は把握しており

ません。 

 「（８）合板容器包装材」。ホルマリンは石炭酸系、尿素系、メラミン系合成樹脂原料、

ポリアセタール樹脂原料、界面活性剤、農薬、消毒剤、その他一般防腐剤、有機合成原料

等に使用されております。右にありますように、合板は食品用途の使用は想定されており
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ません。 

 ５ページ「（９）調理器具一般」。調理器具は鉄、アルミニウム、テフロンなどさまざ

まな物質でつくられており、調理器具からの溶出が消費者の懸念となっております。食品

安全委員会では自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 ６ページ「２ 本来的に食品に含まれる物質」でございます。総論的な内容については、

総務課長が説明したとおりでございます。 

 「（１）リン酸塩」。摂取量が不足している亜鉛の吸収をリン酸塩が妨げており、亜鉛

不足が更にひどくなっているとの消費者からの懸念がある。リン酸塩は、日常食からの摂

取量で不足になることはなく、食品添加物として各種リン酸塩が加工食品に使用されてい

る関係で、摂取過多が問題視されているというものでございます。右端にありますように、

亜鉛の吸収をリン酸塩が妨げる状況の根拠は不明という状況でございます。 

 ７ページ「（２）硝酸塩」。硝酸塩は土壌を含む自然界に広く分布しており、植物の栄

養源の一つであります。そのため、ホウレンソウを始めとする野菜等に含まれています。

硝酸塩自体は、通常摂取する程度では人体に有害ではないが、ヒトの体内で還元され亜硝

酸塩に変化すると、メトヘモグロビン血症や発がん性物質であるニトロソ化合物の生成に

関与するおそれがあることが一部で指摘されております。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。また、Q＆A で情

報提供を行っております。農林水産省ではリスクプロファイルシートを公開しております。 

 国外では FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議、いわゆる JECFA が硝酸塩の一日摂取許容

量を推定しております。 

 「（３）シュウ酸塩」。シュウ酸は植物ではタデ科、カタバミ科、アカザ科の植物に水

溶性シュウ酸塩が、サトイモ科に不溶性シュウ酸塩が含まれております。右端にあります

ように、食品中のシュウ酸塩だけで健康に問題となるとは考えにくいとの見解がございま

す。 

 「（４）イカ墨」。イカの肛門部背面にある墨汁嚢に蓄えられている黒い液でございま

す。右端にありますように、ヒトの健康に対し悪影響を及ぼすおそれがあることを示す具

体的な出所や根拠が示されておらず、また、食品安全委員会においても確認できていない

という状況にございます。 

 ８ページ「（５）牛乳中の物質（ガラクトース）」。牛乳に含まれる酵素、白内障の原

因物質、牛乳等乳製品を日本人は積極的に摂取してよいのかとの消費者からの懸念が寄せ

られております。右端にありますように、ガラクトースと白内障の関連については情報の
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根拠が不明という状況でございます。 

 「（６）フリーラジカル」。フリーラジカルは食品の酸化腐敗、プラスチックなどの有

機工業製品の劣化を起こすほか、生体内で発生し、過酸化脂質の生成、タンパク質の変性、

DNA の損傷などの有害作用を引き起こします。 

 食品中にフリーラジカルの状態で存在することは考えにくく、食品にフリーラジカルが

含まれているということを示唆する情報は現在のところ見当たらないという状況でござい

ます。 

 「（７）ナリンジン、ククルビタシン、イソチオシアネート分解物などの苦味成分」。

野菜、果実中に含まれる天然の成分でございます。右端にありますように、ヒトの健康に

悪影響を及ぼす情報は把握しておりません。 

 「（８）カロテノイド」。植物中に天然に存在する色素で、炭素と水素のみでできてい

るものはカロテン類、それ以外のものを含むものはキサントフィル類と言います。カロテ

ンは動物に吸収されるとビタミン A となります。右端にありますように、ヒトの健康に悪

影響を及ぼす情報は把握しておりません。 

 ９ページ「（９）ヒスタミン」。ヒスタミン食中毒の原因毒であります。ヒスチジンを

多く含む魚を常温に放置した結果、海水中や環境中にいる細菌によってヒスタミン生成原

因菌の酵素によりヒスチジンからヒスタミンが生成され、そのような魚やその加工品を食

べることにより、じんま疹などの食物アレルギーと類似した症状を発症するアレルギー様

の食中毒でございます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございますし、注意喚起も公

表しております。 

 「（10）エリスリトール」。エリスリトールはブドウ果実やキノコやワイン、しょうゆ

等の発酵食品に含まれております。ブドウ糖を原料として酵母を用いた発酵により生産さ

れ、砂糖に比べて甘味料が低いものの低カロリーであり、甘味料として使用されておりま

す。管理上は添加物ではなく、食品として扱われているものでございます。 

 「（11）アカネ色素に含まれる成分」。アカネ色素はアリザリン及びルベリトリン酸を

主成分とする色素で、アカネ科の植物であるセイヨウアカネの根から得られます。ハム、

ソーセージ等の畜肉加工品及び菓子類に使用されておりました。肝臓、腎臓の発がん性が

認められたことから、食品添加物としての使用は禁止されたものでございます。 

 食品安全委員会では、厚生労働省からの評価要請を受けて、評価を実施しております。

厚生労働省では、その評価結果を受けて、既存添加物名簿からアカネ色素を削除し、アカ
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ネ色素及びアカネ色素を含む食品の製造・販売・輸入等を禁止したということでございま

す。 

 10 ページ「３ 環境中にある物質」でございます。総論的なところは省かせていただき

ます。 

 「（１）有機スズ化合物」。有機スズは親油性汚染物質で、水中では粒子状物質に吸着

され、水中の堆積物に蓄積し、二枚貝のような海底生物に取り込まれることがあります。

また、有機スズ化合物は、長期間水域環境に残留し、環境汚染の問題が懸念されていると

いうものでございます。 

 水道法でトリブチルスズオキシドの目標値が設定されております。環境省では有機スズ

化合物の化学物質ファクトシートを公表しております。また、化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律によりまして、有機スズ化合物の製造・輸入が制限されております。 

 国外では EFSA がグループ耐容一日摂取量を設定している状況にございます。 

 11 ページ「（２）臭素系難燃剤」。臭素系難燃剤は難燃性を高めるため、広範囲のプラ

スチック製品・部品に添加される化学物質ですが、飼料や食品を含む環境、ヒトの組織な

どから検出されることもあるため、安全性に対する懸念が広がっております。 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律によりまして、臭素系難燃剤の一部を第

一種特定化学物質に指定し、製造・輸入を原則禁止しております。 

 「（３）ダイオキシン類」。ダイオキシン類は、６割以上がごみ焼却から、また、絶縁

油として使われていた PCB や一部の農薬の不純物から生成され、一度できると分解されに

くい物質で、水に溶けにくく、油に溶けやすい性質を持ちます。大気・排水から河川・湖

沼・海などの水中や底泥に存在し、食物連鎖等を通じて魚介類に蓄積するというものでご

ざいます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 12 ページ「４ 調理過程における化学反応により生成される物質」でございます。 

 「（１）くんせい中のベンゾピレン」。ベンゾピレンは発がん性の疑いのある物質で、

くんせい食品からの暴露が考えられますが、摂取の実態は不明というものでございます。 

 農林水産省でベンゾピレンを含む多環芳香族炭化水素を農林水産省が優先的にリスク管

理を行うべき有害化学物質のリストに掲載し、リスクプロファイルシートを公開しており

ます。くん液については厚生労働省において既存添加物として管理されております。 

 「（２）発酵食品中のカルバミン酸エチル」。「行」が入っていますので、除いてくだ

さい。 
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 カルバミン酸エチルは、パン、しょうゆ、ヨーグルトなどの発酵食品、ワインやビール

などのアルコール飲料に含まれ、動物に対して遺伝毒性と発がん性があり、ヒトに対して

おそらく発がん性があると考えられております。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 13 ページ「（３）加熱時に生じるアクリルアミド」。アクリルアミドはジャガイモのよ

うなデンプンなどの炭水化物などを多く含む食材を高温で加熱した食品に生成される物質

で、遺伝毒性及び発がん性が懸念されます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。ファクトシート

も公表しております。厚生労働省において Q＆A を公表しております。農林水産省では、優

先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに掲載しております。 

 「（４）調理過程で生じる多環芳香族炭化水素（PAH）」。多環芳香族炭化水素は、乾燥、

燻煙、調理の過程で生成し、食品を汚染します。調理等の過程で食品や食品から落ちた油

脂が熱源に触れて生成する物質でございます。多環芳香族炭化水素の多くに遺伝毒性発が

ん性があることが確認されております。農林水産省におきまして、リスクプロファイルシ

ートを公開しております。農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリ

ストにも掲載しております。 

 14 ページ「５ 海洋性自然毒」でございます。 

 「（１）貝毒」。貝毒による食中毒には、麻痺性貝中毒、下痢性貝中毒、記憶喪失性貝

中毒、神経性貝中毒などが知られております。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。厚生労働省、農

林水産省で管理措置を実施しております。 

 「（２）ヒラメ毒」。ヒラメが嘔吐や下痢を起こすマリントキシンを有するとの科学的

知見はないということで、ハザードの定義・汚染実態等が不明でございます。 

 15 ページ「（３）フグ毒」。テトロドトキシンがいわゆるフグ毒として知られておりま

す。麻痺を伴う神経性の毒であり、死亡率が高いというものでございます。 

 厚生労働省で管理されておりまして、食品に利用可能なフグの種類と部位が定められ、

フグの調理、処理、加工には資格が必要とされております。 

 「（４）シガテラ毒」。シガテラ中毒は、熱帯・亜熱帯の主としてさんご礁の周辺に生

息する魚を食べることによって起こる食中毒の総称であります。ただし、カンパチなどで

もシガテラ毒が見つかる例があるということでございます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。 
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 「６ 植物性自然毒」でございます。 

 「（１）ピロリジジンアルカロイド」。ピロリジジンアルカロイドは主にムラサキ科、

キク科などの植物に含まれております。穀物、ハチミツ等からも検出されておりますが、

一般的にはこれらの含有量は少なく、健康上問題となるのは、本物質を含むサプリメント、

漢方薬等として摂取した場合でございます。また、ピロリジジンアルカロイドにより汚染

された飼料を経て家畜に暴露、更にヒトが暴露されたとする報告もございます。 

 食品安全委員会では、シンフィツム、いわゆるコンフリー及びこれを含む食品について、

食品健康影響評価を行っております。Q＆A も公表しております。シンフィツム以外のピロ

リジジンアルカロイドを含む食品についての評価は、特に行われておりません。 

 国外では、オーストラリアで暫定耐容一日摂取量を設定しているようでございます。 

 「（２）ガーデンハックルベリー」。ガーデンハックルベリーはナス科の植物であり、

未熟果には毒性のあるソラニン類が含まれているとの報告がございます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。また、Q＆A も公

表しております。これにつきまして、生産・使用実態等が不明という状況にございます。 

 「（３）キノコ毒」。食品安全委員会ではスギヒラタケについて自ら評価候補として検

討した経緯がございます。また、注意喚起も行っております。厚生労働省による指導実施

が行われ、各都道府県や各保健所等によって摂食が可能なキノコ等についての普及啓発を

行っているようでございます。 

 「（４）ミクロシスチン」。ミクロシスチンはアオコが生産するペプチド系のシアノト

キシンでございます。農林水産省で野菜生産において使用する水源汚染がわかった場合の

改善策の実施など、食品安全等にかかる取組みを推奨するガイドラインを策定しておりま

す。発生実態等が不明であり、自然環境下においては厚生労働省において基準作成済みと

いうものでございます。 

 「（５）未熟果トマト」。未熟果のトマトは完熟果実の 1,000 倍のトマチンを含んでお

り、また、トマチンは加熱等の調理によって分解・減少しないというもので、トマトの害

虫忌避成分であり、ヒトについて腹痛下痢等の症状が生じることがあるというものでござ

います。これにつきましては、生産・使用実態等が不明でございます。 

 18 ページ「７ 放射性照射食品」でございます。殺菌の目的にはガンマ線、エックス線、

高速電子線が実用できる線源でございます。 

 食品安全委員会におきましては、自ら評価候補として検討し情報収集等を継続中でござ

います。また、海外から専門家を招聘し意見交換会を実施しております。更に平成 21 年度
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採択の食品健康影響評価技術研究におきまして、放射線照射食品の安全性解析に関する研

究を今、委託している状況にございます。 

 「（１）みそ、醤油など日本の伝統食品への放射線照射の安全性について」。右端にご

ざいますように、放射線照射は原則使用禁止でございまして、しょうゆ、みそへの使用の

検討はなされていない状況にございます。 

 「（２）２－アルキルシクロブタノン」。放射線特有の生成物として、食品に含まれる

中性脂肪から放射線分解で２－アルキルシクロブタノン類が生成されるということでござ

います。 

 国外ですが、WHO でアルキルシクロブタノン類の安全性についての見解を公表しており

ます。照射食品は安全で栄養学的にも適合性があるという結論に疑問を挟むような論拠は

ない。シクロブタノン類の毒性、発がん性について残された不確定要素の解明のための研

究を実施することを引き続き奨励していく、などとしております。 

 19 ページ「（３）放射線照射ばれいしょ」。我が国では、食品への放射線照射は食品衛

生法に基づき原則として禁止されておりますが、ばれいしょの発芽を防止する目的に使用

する場合、許可された施設などで放射線を照射することが認められております。 

 国内では、昭和 47 年にばれいしょの放射線照射が許可されて以来、30 年以上実施され

ており、近年の処理状況は年間 4,500 トンという状況になってございます。 

 「（４）放射線照射食品全般」。国外のところですが、FAO/IAEA/WHO 照射食品の健全性

に関する合同専門家で、10 kGy 以下の総平均線量でいかなる食品を照射しても、毒性学的

な危害を生ずるおそれはない、などとしております。 

 20 ページ「８ プリオン・BSE」でございます。全世界の BSE 感染牛頭数は 1992 年のピ

ーク時の 37,316 頭から 2009 年には 70 頭と激減しております。また、日本は 2009 年に OI

E の BSE ステータス「管理されたリスク国」に認定されております。 

 日本は現在、米国産牛肉の輸入を 20 か月齢以下の牛に限定しておりますが、今後、米国

側から条件緩和を求められる可能性が高いと考えております。また、BSE 検査牛の月齢に

つきましては、欧州では 2009 年以降、一部加盟国 17 か国におきまして、48 か月齢に変更

しております。OIE 基準は 36 か月齢でございます。日本の検査月齢は 2005 年より 21 か月

齢以上を義務づけておりますが、地方自治体によって全頭検査を行っている状況にござい

ます。 

 一方、日本で確認された BSE 患畜は、2002 年１月出生のもの以降は、現在まで確認され

ておりません。 
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 「（１）米国産牛肉」。これにつきましては、平成 17 年 12 月に米国・カナダ産牛肉・

内臓に係る食品健康影響評価を実施しております。 

 21 ページ「９ ナノテクロノジー」でございます。ナノテクノロジー利用対象材料は、

有機系と無機系に分類されます。有機系材料である食品や成分のナノ化は、主として吸収

率の向上を目的としております。食品は安全という前提から、ナノ化の毒性試験はほとん

ど実施されておりません。ナノ化無機系材料については、食品接触物質のバリア性向上な

ど機能性改善を目的としているようでございます。 

 「（１）ナノ物質含有食品」。ナノ物質含有食品には、１．ナノ構造を形成するように

食品成分を加工・製剤化したもの。2．ナノサイズ化された、ナノカプセル化された、ある

いは人工的に製造されたナノ粒子添加物に大きく分けられます。 

 食品安全委員会では、自ら評価の候補として検討した経緯がございます。右にあります

ように、調査事業を実施しまして、情報を収集整理しましたが、評価に値する新たな知見

は得られていない状況にございます。 

 「（２）ナノ農薬」。農薬へのナノ技術の応用については、既存の農薬の粒子サイズを

ナノスケールに下げることによる能力向上などがあり、既に数社の農薬会社がナノ形状の

殺虫剤、動物用医薬、農薬の開発を実施しているという報告が存在しておりますが、ナノ

農薬の定義、生産・使用実態等は不明という状況にございます。 

 22 ページ「10 着色料・甘味料等」でございます。 

 「（１）合成着色料と保存料の子供への影響」。食品・飲料中で使用されるサンセット

イエロー等の人工着色料６種と防腐剤の安息香酸ナトリウムの混合物摂取が子どもの行動

に悪影響を及ぼす可能性があることが示唆されております。 

 国外では EFSA が人工着色料６種を個別に再評価し、ADI を 2.5 から 1.0 mg/kg 体重/日

に変更したということでございます。 

 右の検討の視点の欄にございますように、平成 20 年の添加物部会で FSA の研究調査及び

EFSA での評価について審議し、我が国においては今回特段の対応は行わない。今後新たな

知見等が得られた場合には改めて検討するとされたところでございます。 

 23 ページ「（２）亜硝酸塩等の発色剤」。亜硝酸塩は我が国では食品衛生法に基づき食

品添加物としてチーズ、清酒、食肉製品、鯨肉、ベーコンの発色剤として使用が認められ

ております。更にホウレンソウ等一部の野菜に含まれている硝酸塩がヒトの体内で還元さ

れ、亜硝酸塩に変化するとメトヘモグロビン血症や発がん性物質であるニトロソ化合物の

生成に関与するおそれがあるということが一部で指摘されております。 
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 食品安全委員会では、野菜中の硝酸塩については自ら評価候補として検討した経緯がご

ざいます。厚生労働省では、食品添加物として指定しており、添加物の使用基準が設定さ

れております。 

 「（３）着色料の複合影響」。食品安全委員会では平成 18 年度の食品安全確保総合調査

におきまして、食品添加物の複合暴露による健康影響については、多数の添加物が使用さ

れていても、実際に起こり得る可能性は極めて低く、現実的な問題ではなく、理論的な可

能性の推定にとどまるものであるなどとまとめられております。厚生労働省では、赤色 10

4、 105 号、緑色３号、青色１号、２号については食品添加物として指定しております。 

 国外では、JECFA が食用青色１号及び２号、食用緑色３号について ADI を設定し、赤色 1

04 号及び 105 号に関しては未評価という状況にございます。 

 24 ページ「（４）赤色２号」。厚生労働省で食品添加物として指定されております。 

 国外では、EFSA が赤色２号を再評価し、一日摂取許容量を設定しております。 

 「（５）古い時代に指定された添加物や国際機関で評価されていないような添加物」。

国際機関や欧州では食品添加物の再評価を実施しているが、日本では消費者の関心は高い

一方、古い時代に指定された添加物に関するリスク評価の概要が整理した形で公開されて

いないという指摘でございます。 

 食品安全委員会では、厚生労働省からの評価要請を受け、順次評価中でございます。 

 「（６）スクラロース」。これ以下は人工甘味料でございます。スクラロースはショ糖

の３つの水酸基を選択的に塩素原子に置換することにより生成される有機塩素化合物であ

り、甘味料として使用されております。 

 厚生労働省で食品添加物として指定しております。 

 25 ページ「（７）アスパルテーム」。アスパルテームはアスパラギン酸とフェニルアラ

ニンをペプチド結合させて製造される甘味料であり、飲料や食品に添加されます。 

 厚生労働省で食品添加物として指定しております。 

 「（８）サイクラミン酸ナトリウム（チクロ）」。サイクラミン酸ナトリウムは、通称

チクロの名前で知られており、昭和 31 年に食品添加物に指定された甘味料で食品・菓子等

に使われていましたが、FDA により発がん性や催奇形性の疑いが指摘されたため、米国や

日本は昭和 44 年に相次いで指定を取り消し、使用が禁止された。ただし、現在も EU 等で

使用されているという状況でございます。 

 「（９）人工甘味料一般」。天然ではない甘味料を一般に人工甘味料というが、我が国

では食品添加物として指定され、使用が認められているもののみ流通しています。必要に
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応じて規格や基準が定められている状況にございます。 

 26 ページ「（10）トレハロース」。トレハロースとはグルコースが１，１－グリコシド

結合してできた二糖類の一種であります。高い保水力を持ち、食品や化粧品に使われてお

ります。 

 厚生労働省で既存添加物として管理しております。 

 27 ページ「11 いわゆる健康食品等」でございます。 

 「（１）グルコサミン」。グルコサミンは糖の一種で、グルコースにアミノ基が付いた

代表的なアミノ糖であり、動物の皮膚や軟骨、甲骨類の殻に含まれております。塩酸グル

コサミンは短期間及び硫酸グルコサミンは適切に用いれば、経口摂取で安全性が示唆され

ております。 

 「（２）トリプトファン」。トリプトファンは必須アミノ酸で種々の食品に含まれるが、

その含有量は低いとされております。厚生労働省で指定添加物に指定しております。 

 「（３）セサミン」。ゴマに含まれる抗酸化物質、ゴマリグナンの一種でございます。 

 「（４）コンドロイチン」。コンドロイチン硫酸は、軟骨、結合組織、粘液に含まれる

ムコ多糖類の一種で、動植物性の食品に少量存在します。食品添加物に指定されておりま

す。 

 28 ページ「（５）GABA」。GABA は甲殻類の神経筋接合部、ほ乳類の小脳、脊髄、大脳な

どに多く存在する抑制性神経伝達物質と考えられているアミノ酸でございます。 

 食品安全委員会では、γ－アミノ酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧の

高めの方に適した旨を特定の保健の目的とする錠剤形態の食品については評価済みでござ

います。 

 「（６）コラーゲン」。コラーゲンは、皮膚、血管、腱、歯などのほとんどの組織に存

在する繊維状のタンパク質で、体を構成する全タンパク質の 30％を占めております。コラ

ーゲンはゼラチンやにかわの原料であり、古くから食材として利用されております。 

 食品安全委員会で自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 「（７）ハイドロキシカット」。ハイドロキシカットはダイエット用サプリメントの商

品名で、ガルシニア・カンボジア抽出物・ギムネマ、シルベスタ抽出物、ガラナ抽出物、L

－カルニチン、緑茶抽出物、無水カフェイン等が含まれている模様でございます。カフェ

インの多量摂取に関連する副作用のリスクが高まるとされておりまして、国外では健康被

害報告が多数なされております。 

 右端にありますように、国内での販売はなくて、成分が特定できていないというもので
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ございます。 

 「（８）ヒアルロン酸」。ヒアルロン酸は眼の硝子体成分として発見された高分子多糖

であり、粘性が高く、動物の結合組織の成分でもございます。皮膚、腱、筋肉、軟骨、脳、

血管などの組織中にも広範に分布しております。 

 厚生労働省で既存添加物として管理されております。 

 29 ページ「（９）バナジウム」。バナジウムは、ヒトでの必須性が認められていないが、

生体内で健康に役立つ作用があると考えられている超微量元素で種々の化学形態が存在し

ます。多く含む食品として、マッシュルーム、エビ、カニ、黒こしょう、パセリ、ディル

などがあり、飲料水にも微量含まれている場合がございます。 

 「（10）有機ゲルマニウム」。ゲルマニウムは、ヒトでの必須性が認められていないが、

体内で健康に役立つ働きがあると考えられている超微量元素でございます。 

 「（11）カテキン」。カテキンは水溶性の多価ポリフェノールや緑茶や紅茶の苦味成分

でございます。これは既存添加物として管理されております。 

 （12）～（14）は「（15）健康食品全般」ということで説明させていただきます。 

 「（15）健康食品全般」。一般に健康食品と呼ばれるものについては法律上の定義がな

く、広く健康保持増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を示しています。そ

のうち国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした健康増進

法に定める保健機能食品制度がございます。 

 食品安全委員会では、自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 31 ページ「12 一定的な摂取量と比較して過不足がある場合に、健康影響が懸念される

という意見が寄せられた物質」でございます。 

 「（１）リン」。リンはエネルギー代謝に必要な成分でございます。食品添加物として

各種リン酸塩が加工食品に広く利用されている関係で、摂取過多も問題視されております。 

 右側にありますように、実際の摂取過多によるリスクのデータがあるのか不明でござい

ます。 

 「（２）ヨウ素（ヨード）」。日本人のヨウ素摂取は昆布製品など食事からですが、ヨ

ウ素の長期過剰摂取により甲状腺肥大、甲状腺腫、重篤な甲状腺機能不全起こることがあ

るとされております。 

 32 ページ「（３）ビタミン類」。ビタミン A はビタミン A 過剰症による出生異常、肝臓、

骨密度減少やビタミン A を含む食品の大量摂取による吐き気、頭痛、めまいなどがあると

されております。 
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 国外では、葉酸について葉酸の摂取とビタミン B12 欠乏、がん、冠状動脈疾患に関する

情報などがございます。 

 食品安全委員会で自ら評価候補として検討した経緯がございます。 

 ビタミン A の過剰摂取については、食品安全委員会でファクトシートを公表しておりま

す。 

 「（４）糖質全般」。厚生労働省において甘味料として添加した糖の摂取量については、

日本人は食事摂取基準で数値を算定できるほど十分な科学的根拠は得られていないとして

おります。 

 （５）、（６）は一緒です。ブドウ糖果糖液糖と果糖ブドウ糖液糖ですが、リスクにつ

いてのデータは十分でないという状況でございます。 

 「（７）脂質全般」。右端にありますように、厚生労働省が食事摂取基準、国民健康調

査などで脂質の摂取過剰について言及している状況でございます。 

 「（８）脂肪酸」。食品安全委員会でトランス脂肪酸については平成 21 年度に自ら評価

対象とすることを決定しております。消費者庁及び食品安全委員会でファクトシートを公

表しております。 

 「（９）アラキドン酸」。アラキドン酸はリノール酸の代謝産物で胎児期から新生児期

にかけて脳神経系や網膜組織に多く蓄積される不飽和脂肪酸です。植物にはほとんど含ま

れていないため、自ら十分な量を生産できない動物などは、他の動物の捕食によって摂取

する必要があるというものでございます。 

 「（10）カルシウム」。サプリメントなどによる過剰摂取で泌尿器系結石、ミルクアル

カリ症候群、他のミネラルの吸収抑制などが起こることが知られております。 

 35 ページ「（11）食塩」。ナトリウム摂取と高血圧、胃がん、脳卒中罹患率及び死亡率

との関連が示されております。 

 「（12）亜鉛」。過剰摂取により神経症状、免疫障害、銅欠乏症などを起こすことがあ

るとされております。 

 36 ページ「13 ジビエ食材のヒトと動物の共通感染症」でございます。ジビエとは、食

材として捕獲された野生の鳥獣を指します。我が国では、農作物や生活環境保護の観点か

ら、捕獲された野生動物の食材として利用、現在の日本人に増加しつつあるジビエ嗜好か

ら、狩猟肉を一般の人が口にする機会が増えてきております。しかし、野生動物は人獣共

通感染症や食中毒の原因となる微生物、寄生虫などを保有している可能性が高く、食肉と

しての衛生管理が行われていない状態で一般に流通している可能性が懸念される状況にご
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ざいます。 

 「その他１（評価の要望があったが、既に食品安全委員会で評価済又は評価中のもの）」

でございます。この中の鉛、マラカイトグリーン等の動物用医薬品、食中毒原因微生物、

農薬及び水道水における塩素酸、トリハロメタンは、食品安全委員会において評価が実施

済み、または評価中であり、発がん性等の重要な毒性知見が新たに得られたものでない限

りは、新たな評価は必要ないと考えられます。また、農薬に関しましては新たに導入され

たポジティブリストにより、すべての農薬が管理対象となっておりますので、個別の説明

は割愛させていただきます。 

 なお、（１）の窒息事故についても食品安全委員会で評価済みでございますが、もちの

評価に対する情報が不足しているという状況にございます。 

 41 ページ「その他２（食品安全委員会で評価されたものについて再評価が求められてい

るもの）」でございます。この中にある遺伝子組換え食品、クローン家畜由来食品は、食

品安全委員会において評価が実施済み、または評価中であり、発がん性等の重要な毒性知

見が新たに得られたものでない限りは、新たな評価は必要ないと考えられますので、個別

の説明は割愛させていただきます。 

 長くなりましたが、説明は以上で終わります。 

 

○西村総務課長 最後に、今回の作業をやってみて気づいた点でございますけれども、今

の御説明でもありましたように、何らかの対応がされているもの。あるいは過去に自ら評

価の案件候補として議論をされたものがかなりございまして、全く手の付けられていない

ものはあまりないなということを気づかれたと思います。 

 しかしながら、それでも国民の皆様からこういった形で非常に不安があるというような

ことが挙がってきているということは、情報提供やリスクコミュニケーションというもの

にもっと努力が必要だということがわかったのかなという気がしております。 

 したがいまして、この中でいわゆる自ら評価、専門調査会に回して新たな科学的知見を

もう一回精査してもらうものという形のほかに、もっとこういった情報提供のやり方があ

るのではないか。あるいはもっと何らかの食品安全委員会での対応をすべきではないかと

いったような対応も含めて、御議論、御意見をいただければ大変幸いかと思います。 

 説明が長くなりましたが、以上でございます。 

 

○早川座長 ありがとうございました。ただいま資料についての御説明と一般的な状況に
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関する御説明がございました。繰り返しになりますけれども、現状の認識として、先ほど

阿南専門委員もおっしゃいましたけれども、消費者あるいはその関係者が食品の安全性に

関して、どのような事項に関心あるいは懸念を持たれているということが、相当広範にピ

ックアップされたのだろうと思います。 

 私たちとしては、この内容をきちんと受け止めて記録しておく。そしてそれぞれのケー

スの現状や対応策を整理して、情報提供をする必要があるということがまず大事なことか

と思っています。しかしながら、一方、今回は自ら案件の選定ということでございますの

で、とりあえず現実の限られた時間とキャパシティーの中で案件の選定についてどう具体

的に審議していくかということが課題になると思います。 

 非常に多くの御提案がございますので、一つひとつ詳細に検討して議論をしていくこと

はとても現段階ですべてやるのは無理だと思いますので、これをどういうふうに取り扱う

のか、アプローチしていくのかということについて、今、私も伺いながら考えていました。

その点について御提案をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょ

うか。 

 ただいま伺った御説明を聞き、資料を拝見していますと、今回の案件は大きく分けて、

あまり明確には分け切れないのですが、大体６つくらいのタイプに分類できるのではない

かと考えられます。 

 例えて言えば、グループ A と仮にいたしますと、グループ A は自ら評価の対象とするこ

とのフィージビリティー、つまり科学的知見、データの有無あるいは多寡といったものを

更に詳細に検討して整理するべきものと分類します。これが一つのグループとしてあるの

ではないかということになります。そして恐らくこれが第一次予選を自ら評価に向かって

通過するという言い方は変ですけれども、拾い上げていく案件になるのかなと思っており

ます。 

 グループ B でありますけれども、健康へ悪影響を及ぼすおそれがあることを示すデータ

が現段階では必ずしも確認できない。そのために科学的データに基づいて評価するという

食品安全委員会の基本、それに基づく自ら評価の対象とは、少なくとも現時点ではできな

い。あるいはしないというものがあるのではないかと思います。これは例えて言えば、先

ほど９番で出てまいりましたナノテクノロジーを利用した食品のように、情報収集を続け

る必要が更にあるだろうと。あるいはこれからリスコミの方で対応していくということが

あるのかなと思います。 

 グループ C でありますけれども、評価に値する知見あるいはデータの有無について、担
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当の専門調査会の意見を聞いた方がいいのではないかというものです。これは再評価に関

する取扱いなども含まれるのかなと思います。 

 グループ D ですが、いわゆる健康食品のように、ある特定の消費者がある特定の目的を

持って自ら進んで利用するものであって、一般の消費者が通常消費するものではない。つ

まり一般性に欠けるために自ら評価の対象としての優先順位は必ずしも高くない。結果的

には評価の対象とはしないようなもの。 

 グループ E として、過剰摂取ですね。先ほど出てまいりましたけれども、個人の食生活

の在り方の問題であるために、これは自ら評価の対象としては一般性を考えれば、優先順

位が低い。今回の対象とはしないもの。 

 グループ F でありますが、その他くくり切れないもの。例えばプリオンの問題のような

リスク管理機関での検討状況を更に調べると。そこからまた次の対応を考えるということ

もあるかと思いますし、現在、評価中のもの、あるいは評価済みのために、今回の自ら評

価の対象としては欄外かなと。 

 きれいにはできないと思いますけれども、６つくらいのタイプに分類して対応していけ

ばいかがかなと思うわけです。どれを６つのいずれに分類するかというのは、先ほど具体

的に部分的には申しましたけれども、今から１番から一つひとつ詰めていきたいと思いま

す。大体こんな感じで一つのアプローチとしてはやってみようかなと考えておりますが、

何か御意見はございますでしょうか。 

 ただいま資料５、６、７をベースにして御説明を伺ったわけですけれども、そういうこ

とを背景にしながら、まとめ切ってはいないのですが「１ 調理器具等から溶出が懸念さ

れる物質」から、先ほどの A～F というようなタイプ分類を試みてみたいと思います。よろ

しゅうございますでしょうか。 

 それでは、「１ 調理器具等から溶出が懸念される物質」でございます。この中にフィ

ージビリティースタディーをもう少しやった方がいいのではないか。つまり一次候補とし

て残すということでございますけれども、そういうものと必ずしも知見が今のところは十

分ではないので、これは次の機会に任せましょうというものが、この中にはあるのではな

いかと思います。 

 例えば「（１）ポリフッ化エチレン」、「（２）シリコーン」、「（３）パーフルオロ

化合物」、「（４）ラップフィルム」、「（５）食器から溶出するクロム」については、

一次予選には残して、もう少しフィージビリティーを次回、次々回においてやるというよ

うな試案でございますけれども、これについてはいかがでしょうか。 
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○山田専門委員 それについて賛成、反対ということではないのですが、この中のシリコ

ーンですけれども、近年シリコーンの調理器具は非常にはやっておりまして、例えば折り

畳みができる、収納がかさばらない、カラフルに加工しやすいということで、以前に比べ

て、今後も含めて使用頻度が高まっていくものだと思います。ですから、これは注目され

ているものであることは間違いがないと思います。 

 

○早川座長 ありがとうございます。今日かなりのものが次のステージに移っていくだろ

うと思いますけれども、そのときに今のようなことも含めて、絞込みの際に御議論をいた

だければと思います。ほかに今の段階で御示唆がございましたらお願いいたします。よろ

しゅうございますか。 

 それから、「（６）クッキングペーパー」、「（７）ポリスチレン（発泡スチロール）」、

「（８）合板容器包装材」については、例えば資料７の検討の視点に要約が書かれており

ますけれども、今のところヒトの健康に悪影響を及ぼす情報は把握していないということ

でございますので、まだ試験が大変不足しているということで、B グループに御提案をし

たいと思いますが、いかがでございましょうか。御異議があれば幾らでも A に入れて、次

回に更にもむということは可能でございます。B でよろしければ、一応 B ということにさ

せていただきたいと思います。 

 「（９）調理器具一般」でございます。これは調理器具からの溶出が消費者の懸念にな

っているということで、かつて自ら評価候補としても検討したと御説明をいただきました

が、とりあえずこれは調理一般としてしまいますと、ほかのものとの絡みで複合的になる

し、調理一般の中から一体何を選ぶのかという議論には、これからなっていくとは思いま

すけれども、とりあえず A に残しておくということでいかがでしょうか。 

 それでよろしければ、資料７の６ページの「２ 本来的に食品に含まれる物質」という

ことで、まずは「（１）リン酸塩」。検討の視点を拝見すると、亜鉛の吸収をリン酸塩が

妨げる。そこが懸念されているわけですけれども、根拠がまだ十分ではないということで、

更に情報収集が必要という B ということでいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 次の「（２）硝酸塩」。これは昔から、硝酸塩がヒトの体内で還元されて硝酸塩に変化

してメトヘモグロビン血症、あるいは発がん性物質であるニトロソ化合物の生成に関与す

るおそれがあるということが指摘されている。しかし、そのメカニズムがわかりにくいと

いうこともございますけれども、これは前からいろいろな議論にも上っている食品中に含
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まれる物質ということで、とりあえずは A にすればと思いますが、いかがでございましょ

うか。 

 「（３）シュウ酸塩」。これは食品中のシュウ酸塩だけで健康の問題となるとは考えに

くいということで B。 

 「（４）イカ墨」も健康影響に関する具体的に出所、根拠が示されていないということ、

食品安全委員会も確認ができていないということで B。 

 「（５）牛乳中のガラクトース」も検討事項からすると、情報の根拠が必ずしも明確で

はないということで B。 

 「（６）フリーラジカル」についても B。フリーラジカル自体は直接暴露されると非常

に危険なものだと思いますけれども、食品中にフリーラジカルが存在している可能性、そ

れがどう影響するかということに関しては情報が不十分だろうということでございます。 

 「（７）ナリンジン、ククルビタシン、イソチオシアネート分解物などの苦味成分」も

ヒトの健康に悪影響を及ぼす情報は把握していない。 

 「（８）カロテノイド」も同様でございます。 

 この「（３）シュウ酸塩」から「（８）カロテノイド」に関しては B ということでいか

がでございましょうか。 

 

○廣瀬委員 （７）の中にイソチオシアネートという物質がありますけれども、イソチオ

シアネートと言っても、いろいろと種類がありまして、メリットとしては解毒作用がある

ために発がん物質を解毒するという作用も知られていますが、イソチオシアネートの中で

は、フェニルエチルあるいはベンジルイソチオシアネート。こういうものはラットの膀胱

に対して強い発がん促進作用がありますし、プロモーション作用だけではなくて発がん性

もある。わさびの中にたくさん入っているアリルイソチオシオネートも、これは NTP で発

がん性の試験が行われておりまして、良性ですが膀胱で乳頭種が出ることがわかっており

ますので、少なくとも一部のイソチオシアネートの中には、こういうような膀胱に対して

毒性を持つ物質があるということが知られております。ここでは危害情報を把握していな

いと書いてありますけれども、動物ではそういう状況になっております。 

 

○早川座長 わかりました。今、廣瀬委員から御説明をいただきましたけれども、この（７）

全体一くくりではなくて、例えば今お話のあったイソチオシアネートとアリルイソチオシ

アネートそれについてはとりあえず A ということで残して、今、情報はないということだ
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けれども、実際に動物実験で発がん性等に関する作用があるのではないかという話ですの

で、いかがでしょうか。 

 イソチオシアネート、アリルイソチオシアネートというものを A として残すという考え、

いかがでしょうか。 

 では、そういう扱いにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 次の「（９）ヒスタミン」でございます。これについてはアレルギーとの関係が当然あ

るわけでありますので、A ということで残す。 

 「（10）エリスリトール」につきましては、消化器官への有意な影響等々は見られてい

ないということであります。私としては B かなと思いますけれども、何か御意見はござい

ますでしょうか。B でよろしいですか。 

 「（11）アカネ色素に含まれる成分」でございます。これは清水委員からの御提案でも

ございますし、いろいろな問題があるということで A にさせていただきたいと思います。 

 引き続きまして「３ 環境中にある物質」でございます。従来から話題になっている「（１）

有機スズ化合物」、「（２）臭素系難燃剤」、「（３）ダイオキシン類」。これはいろい

ろなところでいろいろな形の対応もされているようでございますが、物が物だけにという

か、B というわけにはいかないだろうと。一応 A として残したいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

 「４ 調理過程における化学反応により生成される物質」。これもいろいろな機会に話

題になってきたものでございます。対応も厚生労働省で管理、自ら評価の候補としてもな

った。あるいはファクトシートの作成もしているというように、今かなり情報収集も進ん

できているということで、いろいろな角度からこれも見なければいけませんけれども、と

りあえずそういうことを見るために、全体として A ということでグループ分けしたいと思

いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 「５ 海洋性自然毒」でございます。この中で「（１）貝毒」は食品のときにいつも問

題になるものです。必ずしもここに書かれてあるように、1987 年以降、ヒトへの中毒性は

必ずしも報告されていないということではありますけれども、毒は毒に違いないというこ

とで、波しぶき、エアロゾルをどのように評価するかはありますが、A ということで一応

残しておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 「（２）ヒラメ毒」でございますが、これについてはハザードの定義、汚染実態等がい

まだ不明であるということで B としたいと思いますが、何か御異論があれば。 

 「（３）フグ毒」と「（４）シガラテ毒」は A とグループ分けしたいと思います。 
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 「６ 植物系自然毒」に移ります。「（１）ピロリジジンアルカロイド」ということで、

シンフィツムについて評価を行っているということで、オーストラリアでもピロリリジジ

ンアルカロイドについてリスク評価をやっているようでございます。食品安全委員会で評

価を平成 16 年に行って Q＆A を公表ということと、今回の自ら評価にノミネートするとい

う提案の背景、その経過なり事情を御説明いただけますでしょうか。 

 

○西村総務課長 これは生協の方から御提案いただきましたので、そこは佐々木専門委員

の方からコメントをしていただいた方がいいかもしれません。 

 

○佐々木専門委員 詳しくはわからないのですが、国際的に今、評価が進められていると

いう情報を得ています。実際に動物では既に被害が出ている。牧草に混ざっていて、食べ

た結果被害が出ているということです。コンフリーも人間には毒性を持ちますので、同じ

ようなことがあり得る。特にハーブや自然の野草を食べるような傾向があるので、野菜と

して販売されているものだけではなくて、毒性があると言われているものについてはきち

んと評価をした方がいいのではないかという流れのようです。 

 ですから、調査でいいかもしれませんが、国際的には既に評価が始まっているという実

態がありますので、それに合わせておいたらいかがでしょうかということだと思います。 

 

○早川座長 わかりました。先ほど食品安全委員会において評価したのはコンフリーとい

うことであって、それに類するものもあるし、それは評価の対象とすべきかどうかという

俎上にはのせるべきだというお話だと思いますので、これは A ということにさせていただ

きたいと思います。 

 「（２）ガーデンハックルベリー」は、生産・使用実態等が不明と検討の視点に書かれ

ておりますので、B ということにさせていただきたいと思います。 

 「（３）キノコ毒」は、今までの流れからいうと、問題のありそうなものは A というこ

とですから、これは A ということでよろしいですか。扱いはなかなか難しいかもしれない

と思いますけれども、とりあえず俎上にはのせていく。 

 「（４）ミクロシスチン」。シアノトキシン等で汚染された水を飲んだ家畜あるいはヒ

トが死亡した例があるということであります。これはいかがいたしましょうか。ヒトの被

害があるので、実態が不明であるということではありますけれども、A でよろしいですか。

特にお声がございませんので、A にいたします。 
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 「（５）未熟果トマト」については、腹痛下痢等の症状が生じることがあるということ

ではありますが、生産・使用実態等が不明であるということで、これは B でよろしいでし

ょうか。 

 「７ 放射線照射食品」。これは全体としては関心がある。今までも随分いろいろな検

討が研究も含めてなされてきております。しかしながら、国内で評価をしていないという

ものもあるようでありますので、全体として A。勿論これから議論を深めていって取り上

げるとしても、この中からまた優先順位が決まってくるのかなと思いますが、そういうこ

とでよろしいでしょうか。 

 「８ プリオン・BSE」。これは今、管理機関でどういう検討状況にあるのかということ

で、A であるかもしれないし、最初に申し上げたように管理機関の検討状況を待って対応

するという F というのを先ほどプリオンの例として挙げましたが、そういうカテゴリーに

なるのかなと思います。とりあえず F ということでいかがでしょうか。管理機関での検討

状況を聞きながら対応すると。 

 

○見上委員 その結果は結構ですけれども、総論的な内容のところの３行目で、これは米

国だけ述べているのですが、カナダも入っているので、多分この並びは両方とも、今後、

米国またはカナダからとなるのではないと予想はするのですけれども。 

 

○早川座長 ここの記述について、カナダ側からというのが事実関係としてあるだろうと

いうことなので、それも記述することでよろしゅうございますか。 

 

○見上委員 はい。 

 

○早川座長 多分そこは米国あるいはカナダから条件緩和を求められると。それについて

管理機関からまた検討があって、食品安全委員会の方にどうかという諮問がある可能性が

高いということですね。ですから、自ら評価というよりは、今のところは管理機関の対応

待ちとさせていただきたいと思います。 

 「９ ナノテクノロジー」。これは食品におけるナノテクノロジーというと、ここに随

分いろいろなことを書いておりますが、知見も評価に値する新しいものがない。生産・使

用実態が不明である。場合によっては、どこまでがナノでどこまでがそうではないのかも

含めて、茫洋としたところがございまして、これは今すぐ取りかかるのは難しいかなとい
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うことで、B とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 「10 着色料・甘味料等」。これは全体として、先ほど申しました専門調査会の御意見

を伺って、どうすればいいのかということで対応していく。つまり評価に値する知見がど

れほどあって、あるいはデータも含めてどういう評価ができるのか、できないのかという

ことをむしろ専門調査会のご意見を聞いて検討すべきことではないかと思っていますけれ

ども、これについてはいかがでしょうか。挙がっているものは添加物関係が主でございま

すが、添加物専門調査会の方で御検討をいただくという扱いがいいのかなと思いますけれ

ども、いかがでございましょうか。先ほどのカテゴリー分けによると C ということになり

ます。 

 「11 いわゆる健康食品等」。これは特定の消費者が自分がこうなりたいという、ある

特定の目的を持って、自ら進んで利用するものであって、一般の消費者が通常消費すると

いうものではない。つまり一般性に欠けるために自ら評価としての優先順位は高くないと

いうことで、結果的に今回のグループ分けとしてはグループ D と一応全体を扱いたいとは

思っておりますが、個別にこの中から、これは是非ということがございましたら御意見を

お願いします。 

 

○生出専門委員 それで結構だと思いますが、28 ページの「（５）GABA」ですが、国内の

１行目で「γ－アミノ酸」と書いてありますが、「γ－アミノ酪酸」です。 

 

○早川座長 そのように訂正いたします。今の結論はよろしいですか。 

 

○生出専門委員 結構です。 

 

○早川座長 ほかにどうぞ。 

 

○山根専門委員 結論としてはそういった方向でよろしいとは思うのですが、今の御説明

で、健康食品が特別な人が特別な目的で自ら進んで摂取するものというお話ですが、それ

は今の状態では必ずしもそうとも言い切れないのかなという感じは受けております。サプ

リメントの過剰摂取とか複合の影響はとても不安というか、関心を高く持っている人が多

いことは実態として把握はしておりまして、気にはしております。 

 ですから、特別な人のものだからというよりは、サプリメントなどでいうと組合せが前
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回も議論があったと思いますけれども、使用実態もなかなかつかみにくいという理由から、

なかなか挙がりにくいのかなと感じています。 

 

○早川座長 これはそもそも健康食品という言葉とか実態とか、それ自体が非常にあいま

いなものであるように個人的には思います。この国では健康食品と称して、こんなに大々

的に食品に特定の新たな効能があるような感じで出されていますが、これだけの飽食の日

本ですから、それほど偏食しない限りは何かが欠けるということは、一般論として言えば、

ないのだろうと思うわけです。 

 ところがその一方で、健康食品は非常に大きなマーケットを占めているし、実態として

も存在している。非常に多種多様なものがある。先ほどのタイプ分けの際の定義の仕方が

いいかどうかは別にしましてこれは食品安全委員会が自ら評価でリスク評価するというよ

うなことなのか、あるいはできるのか。御懸念はそうは言っても非常にたくさんの人がも

う既にある種の効能を信じる形で利用しているではないか。それが度を過ぎて過剰摂取や

複合摂取により、健康に悪影響を及ぼす可能性も万が一あり得ない事ではない。一体それ

をどういうふうに政府としてはするのだと。人の食べ物の話ですから、行政がああしろ、

こうしろということは言えないのかもしれないですが、効能効果絶大ですよみたいな話を

野放しにしていいのかどうかという別の議論があるだろうと思います。 

 個人的にきわめて単純に言ってしまうと、何かきちんとした効き目のあるものは医薬品

でしょうと。有効性及び安全性が評価されたものがヒトの健康にとって、あるいは疾病に

とって意味があるものであって、それは医薬品。食品は食品でしょうと非常に単純に考え

るのですけれども、そうではない領域が現実にでき上がっているわけです。これはここで

議論をすることではないのかもしれませんが、政府として、何か動きはありますか。 

 

○生出専門委員 私は去年のこの委員会で、健康食品だとサプリメントも取り上げてほし

い旨の発言をしているのですが、今、消費者庁で健康食品の表示に関する在り方検討会が

まとまりまして、その中で議論がされているので、こちらの純粋な食品のところではなく

て、消費者庁とあとはいろいろなものが入ってしまったら厚生労働省という形でお任せし

た方がいいのかなと思って、あえて発言しませんでした。 

 

○早川座長 国は健康食品を認めるということですか。 
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○生出専門委員 結論としては書いていないのですが、いわゆる特保とか機能性食品とい

わゆる健康食品との違い等々が議論をされているようであります。 

 

○早川座長 わかりました。ほかに何か情報はございますか。消費者庁の方で一番怖いの

は、こういうことで逆に不都合が生じてくることですね。 

 

○生出専門委員 生活者の方々に対してですね。 

 

○早川座長 規制もかけられない中で、健康食品と称しているのに摂取により不都合が生

じてくるということが一番問題ですね。今議論があっちに行ったり、こっちに行ったりい

たしましたけれども、よろしいでしょか。とりあえず今回の案件に関わることとしてのい

わゆる健康食品は D というランク。 

 「12 一般的な摂取量と比較して過不足がある場合に、健康影響が懸念されるという意

見が寄せられた物質」でありますが、これも個人の食生活の在り方であると思いますので、

ここで言う、言わば食品のハザードをいろいろ考えて、リスクを評価してという自ら評価

の本筋から言えば、ここは違うのかなと。先ほど申しました E のカテゴリーに属すると思

いますが、いかがでございましょうか。 

 

○生出専門委員 それで結構だと思いますが、気になっているのがありまして、34 ページ

の「（９）アラキドン酸」ですが、これは実はカテゴリーが一般的に摂取量と比較して云

々というところに分けてありますが、いわゆる健康食品の方に入るのではないかと。アラ

キドン酸はどちらかというと昔、我々が大学で習ったころには、悪者の代表として言われ

ていたような気がします。血液を凝固させる作用とか。それが今はアラキドン酸という形

でサプリメントが大手飲料メーカーから発売されていると思いますが、これが健康のイメ

ージをよくしているのかがわからないので、興味がありました。 

 

○早川座長 アラキドン酸は例えば細胞の表面で情報伝達とかに微量ですけれども、非常

に意味のある働きをする化合物なので、そこを非常に拡大すると、いいことをしているも

のだから食すれば、脳神経の細胞が非常に活発に動くのではないかとか、わかりませんけ

れども、どなたか御存じの方、あるいは事務局で把握している事実があれば、御説明いた

だければありがたいですけれども、いかがでしょうか。 
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○生出専門委員 非常に気になったのは、以前販売が中止されていたのに最近販売される

ようになったということから懸念されるという選ばれ方をされていますね。 

 

○早川座長 そうすると、分類としては言わば過剰摂取云々ということもあるのかもしれ

ないけれども、意図的に健康食品的に出されたということの分類ですかね。 

 

○西村総務課長 もしよろしければ、とりあえず残しておいて、次回までにもうちょっと

調べておきたいと思います。 

 

○早川座長 では、アラキドン酸は A ということで、事務局で更に詳細な情報を取ってい

ただくというふうにいたしましょうか。この中でアラキドン酸は A ということでノミネー

トしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。この中でトランス脂肪酸はこの前から評価をしていますね。

ですが、全体としては先ほどのようなカテゴリーE ということにさせていただきたいと思

います。よろしいですか。 

 それでは「13 ジビエ食材のヒトと動物の共通感染症」に関する関心ですけれども、こ

れは A ということで残したいと思います。 

 その他１は先ほど申し上げましたけれども、F ということで評価済み、または評価中の

もの。 

 その他２で再評価が求められているものは担当の専門調査会の御意見を伺って、これを

再度ということであればというふうな扱いにしたいと思いますが、いかがでしょうか。遺

伝子組換え食品自体は順次必要なことについては評価されていっているわけですが、これ

はかつて評価したものをもう一度評価してくださいという、消費者からの御要望があるの

でしょうか。 

 

○西村総務課長 これは団体からの御要望ですけれども、食品安全委員会が過去に行った

評価については必ずしも十分納得していないという背景があって、これについてはもう一

度改めて評価すべきだというような御意見だと理解しております。 

 

○早川座長 これは１も２もそうですけれども、食品安全委員会の専門調査会としてはそ
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の当時の科学的知見に基づいて、おのおの結論を出してきたということでございますので、

改めて一応聞いていただいて、その結論は現時点でも変わっていないということかもしれ

ませんし、そうであれば、それは食品安全委員会としての専門的な見解であるという扱い

にさせていただきたいと思います。 

 以上で一応、粗々の分類をさせていただいたわけでございますけれども、全体を振り返

って何か御意見があればお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、本日の議論あるいは今の分類分けを次回までに事務局で整理していただいて、

先ほども御要望がございましたけれども、もうちょっと情報を集めてほしいということに

ついては、追加的に調査していただく、それを基に次回議論するということでよろしいで

しょうか。 

 

（「はい」と声あり） 

 

○早川座長 ありがとうございます。それでは、そういうことで今、御結論をいただいた

形で、次回以降を進めさせていただくということでございます。その間、次回までに事務

局の方で必要な作業を行っていただくということになります。 

 以上により本日の議事は終了でございますが、全体を通して何か御意見、コメント等、

今回のことに限らず、滅多に集まらない会合ですので、何かございましたらお願いしたい

と思います。 

 

○山根専門委員 今、大体 A、B、C と分けられたのですけれども、A に○が付いたものに

関しては何らかの追加資料なりをまたいただけると考えてよろしいですか。それを見て、

次回までに私たちも勉強してくればいいという感じですか。 

 

○早川座長 委員の先生方には、今のお手持ちの資料でできる勉強をしてきてほしいとい

うのが一つだろうと思いますし、事務局としては更によりいい形の絞込みになるような情

報収集なり、あるいはまとめ方をしていただければよろしいのではないかと思います。事

務局の方で何かございますか。 

 

○西村総務課長 今、御審議いただきましたので、事務局の方で次回までにもう少し整理

をして、資料をお出ししたいと思います。今回はどちらかというと、それぞれの物質につ
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いての新たな科学的知見があるかどうかというようなことよりも、どういったような御要

望が世の中から出ているかを中心に整理をしましたので、必ずしも、一つひとつの物質に

ついての科学的知見の現在の状況とか、あるいは実際に科学的評価をやることのフィージ

ビリティーは未整理のままで、とりあえず今わかっていることをこの資料７でお出しした

という形でございました。 

 ですので、今回は多少整理をして数も減らしていただいたので、とりわけ A とされたも

のにつきましては、単に要望があるかないかというだけではなくて、新たな科学的知見は

どういう状況にあるかという情報をもう少し深堀りをして整理をして、次回に御提示をさ

せていただきたいと思います。 

 C ということで各専門調査会で意見を聞くべきとされたものにつきましては、それぞれ

の担当の専門調査会にお諮りをして、それぞれの専門調査会の意見はこうであったという

ことで、次回の企画専門調査会にフィードバックをして、どうするかということを御議論

いただければと思っております。 

 また、B、E というものにつきましては、とりあえず自ら評価としての優先順位はなかな

か高くないのではないかという御整理でございますが、情報提供やリスクコミュニケーシ

ョンなりでどういうふうに対応していくかということについては、引き続きなるたけ適切

な方向で対応するということで考えていくということになろうかと思っております。もし

そういったやり方につきましても御意見なりアドバイスがございましたら、ちょうだいで

きればと思いますが、基本的には次回の資料としましては、今 A とされたものを中心に、

どちらかというと科学的知見の関係でどうかというような資料を整理してお出ししていく

ということになるかと思っております。 

 

○早川座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

 

○佐々木専門委員 今、総務課長の方から御説明があったのですが、今回これだけの意見

が出て、絞り込んでいく過程は本当に食品安全委員会の科学的評価の考え方そのものだと

思います。ですから、募集から選ばれるまで、どのようにリスクコミュニケーションして

いくのかを可能でしたら、是非リスクコミュニケーション専門調査会の方にかけていただ

けると良い。共同して、こういうテーマをどのようにしてリスコミにかけて、消費者ある

いは国民の方に理解していただけるかという一つのきっかけになるのではないかと思いま

す。同じ資料でリスクコミュニケーション専門調査会の方でも御議論いただければと思い
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ました。 

 

○早川座長 どうぞ。 

 

○西村総務課長 今、リスクコミュニケーション専門調査会の座長の阿南さんが御用事が

あって帰られてしまいましたので、また座長と相談をして、そこは適切な対応を取らせて

いただきたいと思います。 

 

○早川座長 ほかにいかがでござしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次回の日程につきまして、事務局からお願いいたします。 

 

○西村総務課長 どうもありがとうございました。次回の日程につきましては、自ら評価

の案件候補について、さらなる絞込みということで、先ほど御指示をいただいたものにつ

いて、科学的知見データを中心に整理をするということ。それから、担当の専門調査会に

も御意見をいただいた上でということですので、しばらく時間をいただきまして、11 月下

旬ないし 12 月中くらいに開催させていただくことになろうかと思っております。 

 また、皆様の御都合をお聞きして、なるたけ早めに日程を調整して決めさせていただき

たいと思います。決まり次第、御連絡をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○早川座長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして「企画専門調査会（第 35 回会合）」を閉会いたします。ど

うも熱心な御討議をいただきまして、ありがとうございました。 


